
平成２６年度 第１回京都市公共事業評価委員会 議事概要 

 

 第１回委員会では平成２０～２４年度に再評価を実施した事業のフォローアップ報告を行った。 

 

１ 日 時 平成２６年７月１日（火） 午後１時３０分～午後３時３５分 

２ 場 所 京都ガーデンパレス ２階「祇園」 

３ 出席者 

⑴ 委 員 

小林委員長，荒川副委員長，大山委員，葛城委員，川浦委員，徳久委員，中川委員 

⑵ 市職員 

建設局長，建設局防災・減災担当局長，建設局建設企画部長，建設局建設企画部担当部長，

建設局土木管理部担当部長，建設局道路建設部長，建設局道路建設部担当部長，建設局みど

り政策推進室長，建設局都市整備部長，都市計画局住宅室担当部長，上下水道局下水道部長，

ほか関係職員 

４ 内 容 

委員会における質疑応答は，以下のとおり。 

 

・街路事業「Ｈ２４－２ 中山石見線」 

  ＜質疑応答無し＞ 

 

・街路事業「Ｈ２３－２ 鴨川東岸線（第二工区）」 

  ＜質疑応答無し＞ 

 

・道路事業「Ｈ２３－４ 城南宮道」 

＜質疑応答無し＞ 

 

・河川事業「Ｈ２４－４ 西野山川」 

  ＜質疑応答無し＞ 

 

・河川事業「Ｈ２４－５ 西高瀬川（有栖川工区）」 

  委 員： 完成予定年度が平成３６年度と随分先になっている理由は。 

京都市： 四条通に「梅津橋」という橋梁が架設されているが，この橋梁の部分も有栖川の

断面が小さく拡幅を行う必要があり，それに伴い「梅津橋」も架け替えを行う必要

がある。四条通は，この地域の幹線道路のため，通行止めや片側交互通行の規制も

困難であることから，工事に先立ち仮橋を設置する必要があるとともに，橋梁に添

架されている関西電力，ＮＴＴ，大阪ガスなどの管を移設する必要がある。そのた

め，橋梁に添架されている管の移設から仮橋・本橋の架設，最後の復旧まで約６年

の工期を見込んでいる。この箇所の整備に相当の時間を要するため，完成予定年度

が平成３６年度と少し先になっている。 



・河川事業「Ｈ２４－６ 善峰川」 

  委 員： 現在，改修を進めている河川事業が完成すれば，昨年の台風１８号のような規模

の台風が来ても対応できるのか。対応できない場合は，計画を見直す予定があるの

か。また，河川整備の予算確保が非常に厳しい状況の中で，市の中心部で実施する

事業の予算確保はそれほど難しくなく，周辺部で実施する事業については，なかな

か予算の確保が難しいということか。 

京都市： 具体的に昨年の台風１８号の降雨パターンをこの流域に当てはめて検討していな

いが，善峰川は３０年に１度の降雨に耐え得る断面で改修を行っているので，この

規模の河川としては十分であると理解している。河川事業の予算については，本日

報告している３河川についても予算配分が非常に厳しい状況である。現在，本市の

河川事業では，断面が非常に小さく，浸水被害が発生している山科区の旧安祥寺川

の改修に多くの予算を充てている。山科区はＪＲ東海道本線が東西に通っているが，

そのほとんどの区間が盛土構造で，堰堤のような構造になっている。旧安祥寺川の

改修は，ＪＲ東海道本線の下を貫通する工事であるため，非常に多額の事業費を要

している。このような大規模工事が完了すれば，本日報告したような河川にも予算

を充当し，事業の進捗を図っていきたいと考えている。 

 

・都市公園事業「Ｈ２４－７ 宝が池公園（広域）」 

  委 員： 宝が池公園は，広大な自然に囲まれた魅力的なエリアで整備を進めてもらいたい

と思う。桜景観の創造については，剪定や桜守など維持管理が大変と聞いているが，

その費用は京都市で負担するのか。 

京都市： 整備の費用については，国の補助事業でできるものは国の補助事業で行い，桜な

どの費用はできるだけ寄付を受けるなどして行いたいと考えている。維持管理の費

用については，山の景観であるため，街区公園のような管理は必要ないと考えてお

り，できればあまり手を入れなくて済むよう最初から工夫してやっていきたい。１

本１本丁寧に維持管理をすると，かなりの費用と時間も掛かるので，これまで積み

重ねてきた知見を利用して，最初に植栽する段階から工夫していきたい。 

委 員： 桜景観と体育館が終わった後，次の新たな計画は何か考えているのか。事業が長

期化していることもあり，将来ビジョンを聞かせて欲しい。 

京都市： 宝が池公園の南側の部分がまだ用地買収できておらず，事業が長期化している。

しかし，その部分は松ヶ崎の歴史的風土特別保存地域にもなっているため，いずれ

かの時点で公園区域の見直しをしていくかどうかの判断をしていかなければならな

いと考えている。そこを除くと，ほとんど用地が買収できており，事業として収束

できると考えている。 

委 員： 前回の再評価時に，事業範囲の妥当性を継続的に検証すべきという意見があった

と思うが，具体的に進められている内容を教えて欲しい。 

京都市： 公園区域を見直すとすれば，歴史的風土特別保存地域の部分をどうするのかとい

うことになるので，関係部署と協議をしながら，早急に結論を出していきたい。 

 



・土地区画整理事業「Ｈ２２－８ 伏見西部第五地区」 

  委 員： 近年，都市整備に関しては，インフラの維持管理が長期的に見ると非常に膨大な

コストが掛かるということで，集約化を進めるべきではないかという議論が多々あ

ると思う。京都市でも財政が非常に厳しい状況であるため，かつてのように面が点

在しているような開発を行うことが有意義かどうかということに疑問が残る。京都

市には恐らく他にも工業団地がいくつかあって，そちらの方も企業誘致が不十分で

あるという結果が出ているにも関わらず，このような計画を続ける妥当性がどの程

度あるのかという点について説明して欲しい。 

京都市： 京都市の工業団地の計画は，戦前から戦後にかけて，桂川左岸地域で約１，００

０ｈａに及ぶ都市計画決定を行い進めてきたが，現在は「住」と「工」が混在した

町になっており，当初の目標を１００％達成できているかというとそうではない。

京都市も，産業観光局が産業の育成に取り組んでいるが，現在，ものづくり産業に

適した地域が減少しており，この横大路周辺が，今後，工業団地として整備できる

残された地域であると考えている。確かに国の考え方は，周辺部のまちづくりから

まち中再生という動きになっているが，この横大路のまちづくりについては，単な

る基盤整備だけではなく，産業を呼び込む施策について，産業観光局と連携し，協

議を行っている。 

委 員： 全体的に事業採択年度と完成予定年度には相当な年数の開きがある。道路工事は，

市民の方にも迷惑が掛かっている部分も多くあるので，ある程度の年数で終わらせ

るようなことはないのか。宝が池公園についても，完成まで相当な年数を掛けてお

り，私たちから見るとダラダラしているような感じにも見えかねないが，そのあた

りの事情について教えて欲しい。 

京都市： 区画整理の面積の全国的な平均は，約３０ｈａから４０ｈａの規模で施行されて

おり，平均で約２０年の施行期間となっているが，本市の区画整理は１００ｈａを

超える非常に広大な地域を１つの地区として施行している。区画整理の事業期間が

長く掛かるのは，もちろん財政状況が厳しいこともあるが，地権者の代表である土

地区画整理審議会で１つ１つの課題について提案し，色々な意見を踏まえて事業を

進めている関係で長くなっている。 

京都市： 今は区画整理事業に関することに限って回答させていただいたが，ご質問は公共

事業全般についてダラダラしているのではないか，事業効果の発現がなかなか見ら

れないという指摘であると思う。これには色々な理由があるが，１つには例えば，

道路や河川の事業を進めて行く前提となるのは，計画区域の方々の用地買収に非常

に時間が掛かるということである。用地買収になかなか理解が得られないことや，

仮に理解が得られたとしても，財源の確保がなかなかできず，一気呵成に事業を進

めることができないなど様々な事情がある。そのような中で，成り行き任せにダラ

ダラ続けて行くことがないよう，このような委員会で叱咤激励をしていただき，い

ただいた意見を真摯に受け止め，早期に事業効果が発現できるようにその都度目標

を定め，事業の早期完成に努めていく。 

委 員： 調書に記載されている進捗率が２％程度と低い数字であるが，これは事業見直し



前の当初事業費を基に出している数字のためという理解でよいか。当初４０２億円

程度の全体事業費が見直し後１１５億円程度になるという説明であったので，その

場合，１０％近い進捗率になると思うが，それが調書に記載されていないのは少し

誤解を招く気がする。 

京都市： 進捗率が２％程度となっているのは，見直し前の事業費４０２億円を基に算出し

ているためである。見直し後の事業費１１５億円で算出すると，ご指摘のとおり１

０％程度の進捗率になるが，調書の書き方については，平成２２年度再評価時点と

平成２６年３月末時点で統一している。事業計画変更は７月頃に認可される予定で

あり，それ以降は全体事業費が１１５億円となるので，次年度の調書で数字を修正

させていただく。 

委 員： ４００億円の事業費が４分の１近くになり，面積も半分以下に縮小されたという

ことで，英断をされたと思っている。完成予定年度を１０年程度伸ばして，平成３

７年度に変更するということであるが，１０年あるいは２０年先においても，イン

フラ整備により市街化を促進することで，製造業や流通業などの企業進出が本当に

見込まれるのか，他の地域の状況を見ても極めて疑問である。そのあたりの見解を

教えてもらいたい。 

京都市： 伏見西部第五地区に隣接している伏見西部第四地区では，京都守口線の東側で約

９０％の道路が完成しており，そこには物流関係あるいは製造業などの企業が進出

している状況である。ただし，工業地域では，用途地域の制限上，住宅も建築でき

るため，既に「住」と「工」が混在する地域が発生している。単なる基盤整備だけ

ではなく，都市計画上の施策や企業への支援など複合的な政策で将来あるべき姿に

ならないか，現在，産業観光局とも協議を行っている。 

 

・住宅市街地総合整備事業「Ｈ２４－９ 東九条地区」 

委 員： 事業計画を見直し，範囲を縮小したことは適当であると思うが，事業期間が５年

延長される理由は何か。 

京都市： 緑地については，北河原公園の整備だけが唯一できており，他の緑地については

未整備で，この５年間は未整備の緑地を整備していくことになる。ただし，未整備

の緑地のうち３箇所には未買収の物件がある。老朽住宅が建っており，その買収を

何とか今年度に目途を立てて，緑地を整備したいと考えている。 

 

・住宅地区改良事業「Ｈ２３－６ 三条鴨東地区」 

  委 員： 不良住宅という言葉は，この住宅地区改良事業の中で使われる言葉か。先程の住

宅市街地総合整備事業では，老朽住宅という言葉であったが，実体的には同じよう

なことなのか。 

京都市： 住宅地区改良事業では不良住宅，住宅市街地総合整備事業では老朽住宅と呼んで

いる。基本的には同じであるが，少し違いがあって，住宅地区改良法では，良住宅

と不良住宅に分けており，法律，政令，規則とある中の規則で，具体的に判定基準

を設けている。構造上の基礎の形式や設備の関係でトイレの有無など，いくつかの



基準に基づき点数を付け，事業の最初に不良住宅の判定を行い，不良住宅について

は買収・除却していくことになる。老朽住宅については，住宅市街地総合整備事業

の方も同じような判定基準があって，まずそれに基づいて判定する。不良住宅の割

合など事業をスタートする前の基準となるものがあるので，それを満たしていれば

住宅地区改良事業で実施することができ，それを満たしていなければ，法的な規制

が弱い住宅市街地総合整備事業で実施することができる。地区の状況によって事業

を使い分けている。 

 

・下水道事業 「Ｈ２０－１１ 下水高度処理施設整備事業 鳥羽処理区」 

・下水道事業 「Ｈ２０－１２ 下水高度処理施設整備事業 吉祥院処理区」 

・下水道事業 「Ｈ２０－１３ 下水高度処理施設整備事業 伏見処理区」 

・下水道事業 「Ｈ２０－１４ 下水高度処理施設整備事業 山科処理区」 

・下水道事業 「Ｈ２０－１５ 浸水対策事業 新川排水区」 

・下水道事業 「Ｈ２０－１６ 浸水対策事業 西羽束師川第２排水区」 

・下水道事業 「Ｈ２０－１８ 合流式下水道改善対策事業 伏見大手筋地域」 

委 員： 全国的に下水道も老朽化が問題になってきているが京都市は大丈夫か。 

京都市： 京都市は下水道が開始されて８０数年が経過している。当然，戦前につくられ

た管渠もある。また，その後の高度成長期につくられた管渠も多く存在している。

戦前に施工された管渠約２６０ｋｍについては，ほぼ対策は完了したが，その後

の高度成長期につくられて５０年経過した管渠については，現在対策を順次進め

ているところである。処理場についても，当然一時も停止することができず，下

水を速やかにきれいにして淀川や桂川に放流しなければならないため，老朽化し

た機械については，予防保全的に改築を実施していくことが非常に重要な責務と

考えている。その中でより効率の良いものや環境に良いものを，高度処理も含め

て新しい施設に順次改築しているのが現状である。 

 

 


